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商店街・旅館街の賑わいの象徴ともいうべき街路灯の管理について、市当局と地元区並びに商工会の

間で議論されています。合併して 3 ヵ年を経た伊豆の国市として、市内に設置済の街路灯の管理の方針

を決めようというものです。まちの照明は、その管理の仕方によって、街路灯・観光灯、道路照明、防

犯灯及び施設照明（公共施設や工場、商業施設等の周辺を照らす）に別けられます。 

合併協議によって、「大仁町街路灯整備費補助金交付要綱」が、伊豆の国市に引き継がれました。その

概要は、①商工業の発展に資するため、②事業費総額又は国・県からの補助金を控除した額の 50％を補

助する、③設置・改良の費用であり、通常の維持管理費や軽微な修繕費は含まない、というものですが、

合併協議によって定めた現状が、通常の維持費（電気料や維持費用）等について、取扱いが均等でない

ということで、見直す必要があるというものです。 

今回の問題は、以下の 2点を踏まえて検討しなければなりません。 

 

1、商業・飲食業等を取巻く環境の変化 

地場の小売業（商店街）を取巻く環境は、車社会の到来、消費嗜好の多様化、生活圏の拡大等によっ

て大変厳しい状況になり、中心市街地活性化計画等による再生の活動が各地で動き出しています。 

時代と社会の変化は、商業・飲食業者の立地に大きな影響を与えました。かつては、小規模ながらも

商店街を形成していた地区が、全く普通の住宅街になってしまった等が目に見える影響と言えます。 

その結果、商業者等が維持管理できなくなった地区が出てきました。それらの街路灯は、道路照明或

いは防犯灯として、市が管理せざるを得ません。（CD分類） 

2、合併による影響（設置の経緯や維持管理の取扱いが旧三町で異なっていたこと） 

【設置の経緯】旧大仁町の市道大 101 号線沿いの地区及び南條地区は、夫々の商店街を形成する商業者

が組織を作り、実施主体となって県と町の商工関係の補助金（2/3）と自己資金（1/3）によって設置し

ました。長岡地区と古奈地区は、同様に商業者が中心となり街路灯の整備を計画しましたが、商店街へ

の設置が条件となる商工関係の補助を活用できなかった為、町に対し、商工関係の補助金を活用した時

に必要となる自己資金（1/3）を町に寄付金として納めることを条件に事業主体が町となる観光関係の補

助金を活用した街路灯の整備を要望し、設置しました。 

夫々の地区が、設置は行政のお世話になったが、その後の維持管理は民間が行ってきました。 

【管理方法の変更】その後、平成 14年度から旧大仁は商工会を受け皿として、町より電気料相当分を交

付金として、修繕費は 1/2 補助を受け、運営してきました。 

街路灯は、なんのためにあるか！ 

合併協議では、旧韮山町には街路灯はないとのことであったので旧伊豆長岡町と旧大仁町の街路灯の

取扱いの調整がされました。 

 

市からの分類に関する提案は、次のとおりです。 

1、街路灯の通常の維持管理費と軽微な修繕費は、民間の負担とするという考え方は継承する。（A分類） 

2、長岡温泉・古奈温泉へ至る経路のうち、当該地区の商業者等への効果よりも、外来者に観光地へ来

たという心理的効果を与えるため街路灯は、観光街路灯（B分類、観光産業部観光商工課所管）と位

置付けて、市が管理する。 

3、商店・飲食店の立地が変わった地区や元々商店街でない住宅地にも設置してしまった街路灯につい

ては、道路照明（C分類、都市整備部所管）と防犯灯（D分類、総務部安全対策課所管）と位置付け

て、市が管理する。 

問題は、A分類の管理を商工会に委ねるという部分にあります。 

既にある「街路灯整備費補助金交付要綱」によれば、「この補助金の対象となる事業は、商工会（支

部組織を含む。）が行う街路灯の新設及び改良事業とし、（以下、省略）」とあります。 

従って、｢補助対象である街路灯の新設及び改良｣と、｢通常の維持管理及び軽微な修繕｣とに別けて考

えなければなりません。 

1、補助対象である街路灯の新設及び改良 

県の補助金を受けるための便法として、受け皿となる組織を作る場合がありますが、商工業の発展に

資する補助金を受けるには、商工業に携る事業者の団体である必要があります。 

現在の施設に更新の必要が生じた場合も、商工業に携る事業者の団体が実施主体とならなければ、行

政の補助は受けられません。（住民組織が、街路灯事業の実施主体にはなりません。） 

2、通常の維持管理及び軽微な修繕 

街路灯の「賑わいの象徴」という機能は、商業・飲食業者の事業環境の改善に加えて、地域住民の住

環境の向上という効果があります。 

従って、地区内の事業者と住民が共同して維持しているのが実情であります。 

商工会の責務は、個々の会員事業所の経営支援と、会員の事業環境の改善であります。会員の事業分

類によって、夫々事業環境改善の方策は異なります。商工会に部会の設置が義務付けられているのも、

このあたりが背景にあるものと認識しています。 

商業・小売業の事業環境改善策には、アーケード（雨の影響を受けずに買物ができる）、街路灯（地

域を明るく演出する）、駐車場確保、協同広告、共通商品券、共通ポイントカード等々があります。 

商工会は、街路灯（A分類）の管理主体となることで、商店街の事業環境の改善に向けて取組む組織

であることを、行政と会員並びに地域住民に訴えなければなりません。    文責  土屋龍太郎 

平成２０年度伊豆の国市商工会通常総会開催のご案内 
日  時  平成 20 年 5 月 19 日（月）午後 2時～4 時（受付、午後 1時 30 分～） 

会  場  洋蘭飯店２階 （伊豆洋らんパーク内） 

  懇 親 会  4 時 ～ 午後 5 時 30 分予定  

会  費  無 料 




